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明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４６年条例第５７号）の一部を次のよう

に改正する。 

改   正 現   行 

（家庭系一般廃棄物の処理） （家庭系一般廃棄物の処理） 

第７条 市民は、市が一般廃棄物処理計画に従い

行う家庭系一般廃棄物の収集に際し、家庭系一

般廃棄物を排出するときは、市長が指定する袋

に収納することその他の一般廃棄物処理計画

に定める方法に従わなければならない。ただ

し、市長が特に必要と認める場合は、市長の指

示する方法に従うものとする。 

第７条 市民は、一般廃棄物処理計画に従い行わ

れる家庭系一般廃棄物の収集に際し、次に掲げ

るものを排出してはならない。 

(１) 特別管理一般廃棄物 

(２) 毒性を有するもの 

(３) 危険性を有するもの 

(４) 引火性を有するもの 

(５) 火気のあるもの 

(６) 著しい悪臭を発するもの 

(７) 多量の汚水を排出するもの 

(８) 特定家庭用機器再商品化法施行令（平成

10年政令第378号）第１条に規定する機械器

具 

(９) 前各号に定めるもののほか、市の処理業

務を困難にし、又は処理施設の機能を損なう

おそれがあるものとして規則で定めるもの 

２ 市民は、市が一般廃棄物処理計画に従い行う

家庭系一般廃棄物の収集に際し、次に掲げるも

のを排出してはならない。 

（新 設） 

(１) 特別管理一般廃棄物  

(２) 毒性を有するもの  

(３) 危険性を有するもの  

(４) 引火性を有するもの  

(５) 火気のあるもの  

(６) 著しい悪臭を発するもの  

(７) 多量の汚水を排出するもの  

(８) 特定家庭用機器再商品化法施行令（平成

10年政令第378号）第１条に規定する機械器

具 

 

(９) 前各号に定めるもののほか、市の処理業

務を困難にし、又は処理施設の機能を損なう

おそれがあるものとして規則で定めるもの 

 

３ （略） ２ （略） 
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第７条の２～第８条 （略） 第７条の２～第８条 （略） 

（処理施設への一般廃棄物の搬入等） （処理施設への一般廃棄物の搬入等） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ 市民又は事業者（一般廃棄物収集運搬業者を

含む。以下この条において同じ。）は、第７条

第２項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に

搬入してはならない。 

２ 市民又は事業者（一般廃棄物収集運搬業者を

含む。以下この条において同じ。）は、第７条

第１項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に

搬入してはならない。 

３～４ （略） ３～４ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和９年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、ごみの減量及び再資源化を図るため、家庭系一般廃棄物を排出する際に収納する

袋を指定することにつき、条例の一部を改正しようとするものである。 

2


